遠隔点呼規程
（目的）
第1条.　同一事業者内の営業所・車庫間または運転手が運行の業務に係る事業用自動車内または待合所や宿泊施設その他これらに類する場所において、「対面点呼による点呼同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める告示」による機器（以下、「遠隔点呼機器」という。）を用い、点呼（以下、「遠隔点呼」という。）を実施できるものとする。　

（実施要件）
第2条　第１条により「遠隔点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとする。
⑴　遠隔点呼実施営業所および被遠隔点呼実施営業所等には「遠隔点呼機器」を設置すること。
⑵　運行管理者等は、遠隔点呼実施営業所または車庫に設置した「遠隔点呼機器」を使用し、「遠隔点呼」を行うこと。
　　　　なお、「遠隔点呼」の際、運転者の所属する営業所名および運転者の「遠隔点呼」実施場所を確認すること。
⑶　運転者は、被「遠隔点呼」実施営業所または当該営業所の車庫、運行の業務に係る事業用自動車内または待合所や宿泊施設その他これらに類する場所で「遠隔点呼機器」を使用し「遠隔点呼」をうけること。

（点呼の方法）
第3条　運行管理者等は、乗務させようとする運転者に対して、安全運行を確保するため、次の各号により「遠隔点呼」を行なわなければならない。
⑴　点呼の内容は、運行管理規程に定める通常行う点呼（運行管理規程〇条～〇条）に準じて実施すること。
⑵　点呼記録簿に記載する内容を、双方の営業所で記録し1年間保存すること。
⑶　被「遠隔点呼」実施営業所の管理者は、「遠隔点呼」実施営業所において本規程で定める適切な点呼ができるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を「遠隔点呼」実施営業所の運行管理者等に伝達すること。

（遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件）
第４条　「遠隔点呼機器」を設置する施設及び環境は、次に掲げる要件を満たすものとする。 
⑴　「遠隔点呼」を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。 
①運転者等の顔の表情 
②運転者等の全身 
③運転者の酒気帯びの有無 
④運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができ 
ないおそれの有無 
⑵　なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び第１条で定められた場所以外での「遠隔点呼」の実施を防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が「遠隔点呼」を受ける運転者等の全身を「遠隔点呼」の実施中に随時明瞭に確認することができること。 
⑶　「遠隔点呼」が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。 
⑷　「遠隔点呼」を行う運行管理者等と「遠隔点呼」を受ける運転者等との対話が妨げられないようにするために必要な通話環境が確保されていること。 

（遠隔点呼実施時の遵守事項）
第５条　事業者及び運行管理者等は、「遠隔点呼」を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
⑴　「遠隔点呼」を行う運行管理者等は、地理情報及び道路交通情報等、事業用自動車の運行の業務を遂行するために必要な情報を有すること。 
⑵　「遠隔点呼」を行う運行管理者等は、面識のない運転者等に対し「遠隔点呼」を行う場合は、あらかじめ当該運転者等と対面又は映像と音声の送受信により通話をすることができる方法で面談する機会を設け、次に掲げる事項について確認を行うこと。 
①運転者等の顔の表情 
②運転者にあっては、健康状態 
③運転者にあっては、適性診断の受診の結果 
④その他「遠隔点呼」を実施するために必要な事項 
⑶　「遠隔点呼」を行う運行管理者等は、「遠隔点呼」を遺漏なく行うため、運行中の事業用自動車の位置の把握に努めること。 
⑷　「遠隔点呼」を行う運行管理者等は、「遠隔点呼」を受ける運転者等の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。 
⑸　「遠隔点呼」を行う運行管理等は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合、直ちに当該運転者等の属する営業所の運行管理者等に連絡すること。 
⑹　前号の場合にあっては、事業者は、「遠隔点呼」を行う運行管理者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した運転者等の属する営業所において、代替措置を講じることができる体制を整えること。 
⑺　「遠隔点呼機器」の故障等により「遠隔点呼」を行うことが困難になった場合にあっては、「遠隔点呼」を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の当該営業所で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。 
⑻　事業者は、運行管理者等及び運転者等の識別に必要な生体認証符号等、運転者の体温及び血圧その他の個人情報の取扱いについて、あらかじめ対象者から同意を得ること。
⑼　運行管理者等は、運行の業務に係る事業用自動車内または待合所や宿泊施設その他これらに類する場所にいる運転者等に対して「遠隔点呼」を行うときは、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で「遠隔点呼」を受けていることを、映像により確認すること。

（遠隔点呼を開始または終了する際の届出）
第６条　「遠隔点呼」を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する１０日前までに、「遠隔点呼」実施営業所および被「遠隔点呼」実施営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記録した遠隔点呼の実施に係る届出書を提出していること。これを変更しようとする時は変更の実施に先立ち提出、または終了しようとする時には遅滞なく、届出書を提出すること。



事業者間遠隔点呼規程
（目的）
第1条　　管理受委託許可における受託事業者の営業所または車庫と委託事業者の営業所、車庫、運転手が運行の業務に係る事業用自動車内または待合所や宿泊施設その他これらに類する場所において、「対面点呼による点呼同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める告示」による機器（以下、「遠隔点呼機器」という。）を用い、点呼（以下、「事業者間遠隔点呼」という。）を実施できるものとする。　

（実施要件）
第2条　第１条により「事業者間遠隔点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとする。
⑴　遠隔点呼実施営業所および被遠隔点呼実施営業所等には「遠隔点呼機器」を設置すること。
⑵　運行管理者等は、遠隔点呼実施営業所または車庫に設置した「遠隔点呼機器」を使用し、「遠隔点呼」を行うこと。
　　　　なお、「事業者間遠隔点呼」の際、運転者の所属する営業所名および運転者の「事業者間遠隔点呼」実施場所を確認すること。
⑶　運転者は、委託事業者の営業所または当該営業所の車庫、運行の業務に係る事業用自動車内または待合所や宿泊施設その他これらに類する場所で「遠隔点呼機器」を使用し「事業者間遠隔点呼」を受けること。

（点呼の方法）
第３条　運行管理者等は、乗務させようとする運転者に対して、安全運行を確保するため、次の各号により「事業者間遠隔点呼」を行なわなければならない。
⑴　点呼の内容は、運行管理規程に定める通常行う点呼（運行管理規程〇条～〇条）に準じて実施すること。
⑵　点呼記録簿に記載する内容を、双方の営業所で記録し1年間保存すること。
⑶　委託事業者の管理者は、受託事業者において本規程で定める適切な点呼ができるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を受託事業者の運行管理者等に伝達すること。

（遠隔点呼機器を設置する施設及び環境の要件）
第４条　「遠隔点呼機器」を設置する施設及び環境は、次に掲げる要件を満たすものとする。 
⑴　「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。 
①運転者等の顔の表情 
②運転者等の全身 
③運転者の酒気帯びの有無 
④運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 
[bookmark: _GoBack]⑵　なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び第１条で定められた場所以外での「事業者間遠隔点呼」の実施を防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が「事業者間遠隔点呼」を受ける運転者等の全身を「事業者間遠隔点呼」の実施中に随時明瞭に確認することができること。 
⑶　「事業者間遠隔点呼」が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。 
⑷　「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理者等と「事業者間遠隔点呼」を受ける運転者等との対話が妨げられないようにするために必要な通話環境が確保されていること。 

（遠隔点呼実施時の遵守事項）
第５条　事業者及び運行管理者等は、「事業者間遠隔点呼」を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
⑴　「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理者等は、地理情報及び道路交通情報等、事業用自動車の運行の業務を遂行するために必要な情報を有すること。
⑵　「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理者等は、面識のない運転者等に対し「事業者間遠隔点呼」を行う場合は、あらかじめ当該運転者等と対面又は映像と音声の送受信により通話をすることができる方法で面談する機会を設け、次に掲げる事項について確認を行うこと。 
①運転者等の顔の表情 
②運転者にあっては、健康状態 
③運転者にあっては、適性診断の受診の結果 
④その他遠隔点呼を実施するために必要な事項 
⑶　「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理者等は、「事業者間遠隔点呼」を遺漏なく行うため、運行中の事業用自動車の位置の把握に努めること。 
⑷　「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理者等は、「事業者間遠隔点呼」を受ける運転者等の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。 
⑸　「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理等は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した場合、直ちに当該運転者等の属する営業所の運行管理者等に連絡すること。 
⑹　前号の場合にあっては、事業者は、「事業者間遠隔点呼」を行う運行管理者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した運転者等の属する営業所において、代替措置を講じることができる体制を整えること。 
⑺　「遠隔点呼機器」の故障等により遠隔点呼を行うことが困難になった場合にあっては、「事業者間遠隔点呼」を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の当該営業所で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。 
⑻　事業者は、運行管理者等及び運転者等の識別に必要な生体認証符号等、運転者の体温及び血圧その他の個人情報の取扱いについて、あらかじめ対象者から同意を得ること。
⑼　運行管理者等は、運行の業務に係る事業用自動車内または待合所や宿泊施設その他これらに類する場所にいる運転者等に対して「事業者間遠隔点呼」を行うときは、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で「事業者間遠隔点呼」を受けていることを、映像により確認すること。

（事業者間遠隔点呼を開始または終了する際の届出）
第６条　「事業者間遠隔点呼」を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する2か月前までに、「遠隔点呼」受託営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記録した事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託許可申請書を提出し許可を受けていること。許可後実施予定日の１０日前までに、「遠隔点呼」委託営業所および受託営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記録した遠隔点呼の実施に係る届出書を提出していること。
事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託について変更が生じた場合及び受委託契約を終了した場合に15日以内に届出書を提出すること。遠隔点呼の実施に係る届出書について変更しようとするときは１０日前までに、または終了しようとするときには遅滞なく、届出書を提出すること。
また、事業者間遠隔点呼に係る業務の管理の受委託の許可期間は最長５年間とし、その更新に当たっても同様とすること。なお、更新の申請は、許可期間の終了する２か月前までにこれを行うこと。


